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平成 30年 6月 7日 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

                     一般社団法人 全国建設業協会 

                        会 長  近 藤 晴 貞 

                            （公印省略） 

 

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の 

一部を改正する省令の施行について  

 

 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、厚生労働省労働基準局長から、別添のとおり石綿ばく露防止対策に必

要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の標記改正政省令が、6月 1

日から施行される旨、本会に対し周知依頼がありました。 

つきましては、石綿障害予防に関する制度改正の趣旨をご理解いただき、貴

協会会員の皆様に対し、本改正内容を周知下さいますようお願い申し上げます。 

また、石綿障害予防規則など関係法令については、厚生労働省の HPをご参照

下さいますよう併せてお願い申し上げます。 

 

【厚生労働省関係ページ】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij

un/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

担当：労働部 又木 
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